
対
象
医
療
機
関

　
県
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科
医

院（
一
部
病
院
を
除
く
）

※
対
象
医
療
機
関
の
確
認
は
、
お

電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

予
約
方
法　
対
象
医
療
機
関
へ
直

接
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
診
時
に
必
要
な
も
の

　
受
診
券
、
被
保
険
者
証
、

　
お
薬
手
帳（
無
い
場
合
は
不
要
）

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
業
務
課
給
付
係

０
２
６（
２
２
９
）５
３
２
０

療
の
受
診
が
無
か
っ
た
方

※
６
月
下
旬
に
対
象
者
に
対
し
、

案
内
通
知
と
受
診
券
を
送
付
し

て
い
ま
す
。

健
診
期
間

　
７
月
１
日（
土
）～12

月
30
日（
土
）

健
診
費
用　
無
料

※
健
診
に
よ
り
治
療
が
必
要
な
場

合
は
、
そ
の
治
療
費
は
自
己
負

担
に
な
り
ま
す
。

提
出
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係（
31
）２
５
１
２

　
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
高
齢
者
の
健
康
づ
く

り
事
業
と
し
て
歯
科
口
腔
健
診
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

⑴
昭
和
22
年
４
月
１
日
～
昭
和
23

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

⑵
昭
和
18
年
４
月
１
日
～
昭
和
22

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方
の
う

ち
、
直
近
で
生
活
習
慣
病
に
係

る
受
診
を
さ
れ
た
経
歴
が
あ
り
、

か
つ
、
令
和
４
年
度
に
歯
科
医

職
種
お
よ
び
採
用
予
定
者
数

　
上
級
行
政
職　
１
名

受
験
資
格

・
平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

14
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
者
の
う
ち
、
学
校
教
育
法
に

よ
る
大
学（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
ま
た
は
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

・
普
通
自
動
車
を
運
転
可
能
な
免

許
を
所
持
し
て
い
る
者（
採
用

時
ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得
す

る
見
込
み
の
あ
る
者
を
含
む
。）

・
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
る
者

・
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格

条
項
に
該
当
し
な
い
者

住
所
要
件　

　
採
用
後
は
、
災
害
等
の
非
常
時

へ
の
迅
速
な
対
応
の
た
め
、
構
成

市
町（
佐
久
市
、
小
諸
市
、
御
代

田
町
、
軽
井
沢
町
）に
居
住
す
る

こ
と
。

第
１
次
試
験

日
時　
９
月
３
日（
日
）　

　
　
　
午
前
９
時
か
ら

場
所　
浅
麓
水
道
企
業
団

受
付　
７
月
10
日（
月
）

～
８
月
４
日（
金
）

　
午
後
５
時
ま
で
に
試
験
申
込
書

他
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
浅
麓
水
道
企
業
団
庶
務
課

（
67
）3
5
1
2

試
験
区
分　
消
防
職
員

（
初
級
・
中
級
・
上
級
）

採
用
予
定
人
員　
す
べ
て
若
干
名

第
一
次
試
験　
９
月
17
日（
日
）

（
初
級
・
中
級
・
上
級
）

場
所　
佐
久
広
域
連
合
消
防
本
部

	

３
階
講
堂

提
出
書
類

①
試
験
申
込
書（
本
人
記
入
の
こ
と
）

②
最
終
学
校（
卒
業
見
込
み
）の

学
業
成
績
証
明
書

③
受
験
資
格
に
必
要
な
免
許
等
を

有
す
る
者
は
免
許
証
等
の
写
し

※
提
出
は
、必
ず
本
人
が
佐
久
広
域

連
合
消
防
本
部
へ
持
参
す
る
こ
と

受
付　
７
月
24
日（
月
）

～
８
月
10
日（
木
）

　
受
験
資
格
等
の
詳
細
は
佐
久
広

域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
試
験
申
込
書
は
佐
久
広
域
連
合

事
務
局
、
佐
久
広
域
連
合
消
防
本

部
、
最
寄
り
の
消
防
署
で
７
月
10

日（
月
）か
ら
交
付
し
ま
す
。
郵

送
に
よ
る
請
求
は
、
宛
先
を
明
記

し
た
返
信
用
封
筒
角
２
型（
１
２

０
円
分
の
切
手
を
貼
付
）を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
佐
久
広
域
連
合
消
防
本
部

総
務
課
職
員
係

0
2
6
7（
64
）0
1
1
9

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の

更
新
申
請
は
7
月
7
日（
金
）ま
で

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

７
月
下
旬
に
送
付

  

介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
負
担
割
合

は
、
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

証
の
左
側
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
は
、

期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
ら
、
ご
自

身
で
破
棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
国
保
年
金
係

（
31
）２
５
１
２

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
際
、
原
則
と
し

て
利
用
料
の
１
～
３
割
を
支
払
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
利
用
者
の
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
た

「
負
担
割
合
証
」は
毎
年
８
月
１
日
に
更
新
と
な

り
、
新
し
い「
負
担
割
合
証
」は
７
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証（
減
額
認
定
証
）

　

引
き
続
き
減
額
認
定
証
の
交

付
対
象
と
な
る
方（
町
民
税
が
非

課
税
世
帯
の
被
保
険
者
）全
員
に
、

新
し
い
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま

す
。

　
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

（
31
）２
５
１
２

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証

は
、
７
月
31
日
で
有
効
期
限
が
満

了
し
、
8
月
１
日
か
ら
、
空
色
の

新
し
い
被
保
険
者
証
に
更
新
さ
れ

ま
す
。
対
象
と
な
る
皆
さ
ま
に
は
、

７
月
下
旬
に
世
帯
主
様
宛
に
郵
送

し
ま
す
。
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
、
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
な

ど
の
記
載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
70
歳
～
74
歳
の
方
に
は

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
が

　
課
税
状
況
な
ど
が
一
定
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、
施
設

入
所
時
の
居
住
費・食
費
の
負
担
軽
減
が
適
用
と
な
る「
負

担
限
度
額
認
定
証
」が
申
請
に
よ
り
発
行
で
き
ま
す
。

　
す
で
に
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
、
毎
年
、

更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
現
在
対
象
と
な
っ
て
い
る

方
に
は
６
月
下
旬
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す
。
７
月
7

日（
金
）ま
で
に
必
要
書
類
と
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

①
・
②
両
方
を
満
た
す
方

①
世
帯
全
員
が
非
課
税
の
方

②
預
貯
金
等（
※
）の
金
額
が

基
準
額
以
下
の
方（
令
和

3
年
度
よ
り
所
得
に
応
じ

て
基
準
額
が
変
わ
り
ま
し

た
。）

（
※
）「
預
貯
金
等
」と
は
預
貯

金
、
信
託
、
有
価
証
券
、

現
金（
タ
ン
ス
貯
金
）な
ど

で
す
。

◎
世
帯
が
別
で
も
、
住
民
税

を
課
税
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
が
い
る
場
合
に
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

対
象
と
な
る
皆
さ
ま（
75
歳
以

上
の
方
と
、
65
歳
以
上
で
一
定
の

障
害
が
あ
り
申
請
さ
れ
た
方
）に

保
険
証
と
減
額
認
定
証
を
郵
送
し

ま
す
。

郵
送
時
期
…
７
月
下
旬

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証

　
保
険
証
の
色
が
桃
色
か
ら
橙
色

に
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
住

所
・
氏
名
・
自
己
負
担
割
合
な
ど

の
記
載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

8
月
１
日
は
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
兼
高
齢
受
給
者
証
）の
更
新
日
で
す

健
診
費
用
は
無
料
！

75
歳
以
上
の
歯
科
口
腔
健
診
を
実
施
中

令
和
５
年
度

浅
麓
水
道
企
業
団

（
水
道
用
水
供
給
事
業
）職
員

を
募
集
し
ま
す

令
和
５
年
度

佐
久
広
域
連
合
消
防
職
員

を
募
集
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
、

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新

※公的年金等収入金額（非課税年金を含む）+その他の合計所得金額

年金収入等※ 預貯金等の基準額
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円

80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円
80万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円
120万円超 単身500万円、夫婦1,550万円

●自己負担割合を確認してみましょう!

スタート
65歳以上の人

本人が
住民税を

課税されている

本人の
合計所得金額が
160万円以上

本人の
合計所得金額が
220万円以上

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯 340万円以上
2人以上世帯 合計463万円以上

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯 280万円以上
2人以上世帯 合計346万円以上

はい

いいえ

いいえ
いいえ いいえ

いいえはい

はい

はい
は
い

3割負担

2割負担

1割負担

せ
ん
が
、災
害
等
非
常
時
へ
の

迅
速
な
対
応
の
た
め
、採
用
後

は
構
成
市
町（
佐
久
市
、佐
久

穂
町
、御
代
田
町
、東
御
市
）若

し
く
は
、概
ね
30
分
で
通
勤
可

能
な
区
域
に
居
住
す
る
こ
と
を

要
件
と
し
ま
す
。

第
１
次
試
験
日

　
９
月
17
日（
日
）

場
所　
佐
久
水
道
企
業
団

申
込
方
法

・
試
験
申
込
書（
試
験
申
込
書
は

佐
久
水
道
企
業
団
総
務
課
窓
口

で
交
付
し
ま
す
。）

・
最
終
学
校
の
学
業
成
績
証
明
書

・
卒
業
証
明
書
ま
た
は
卒
業
見
込

証
明
書

・
受
験
票
の
返
送
用
封
筒（
長

　
令
和
５
年
度
佐
久
水
道
企
業
団

職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

試
験
区
分　
上
級

職
種

　
行
政
職
ま
た
は
技
術
職（
土
木・

建
築
・
電
気
・
機
械
・
化
学
・
情
報
）

採
用
予
定
人
員　
若
干
名

受
験
資
格　

・
平
成
９
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

14
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
の
う
ち
、学
校
教
育
法

に
よ
る
大
学（
短
期
大
学
を
除

く
。）を
卒
業
又
は
令
和
６
年

３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

・
技
術
職
は
、各
学
校
で
専
攻
し

た
方
に
限
り
ま
す
。

※
受
験
時
の
住
所
要
件
は
あ
り
ま

令
和
５
年
度
佐
久
水
道
企
業
団
職
員
を
募
集
し
ま
す

形
３
号
封
筒
、84
円
切
手
貼
付
、

返
送
先
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。）

　

以
上
の
書
類
を
、
７
月
12
日

（
水
）か
ら
８
月
４
日（
金
）午
後

５
時
ま
で
に
佐
久
水
道
企
業
団
総

務
課
庶
務
係
へ
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

※
こ
の
試
験
に
あ
た
り
提
出
し
て

い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、今

回
の
採
用
試
験
の
た
め
に
必
要

な
範
囲
で
の
み
利
用
し
ま
す
。

※
詳
細
は
、佐
久
水
道
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
ト
ピ
ッ
ク
ス

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

試
験
申
込
書
お
よ
び
履
歴
書
の
交

付
、
問
い
合
わ
せ

佐
久
水
道
企
業
団
総
務
課
庶
務
係

0
2
6
7（
62
）1
2
9
0

佐
久
市
跡
部
１
０
１
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